
 

 

 

問１．社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。社内公表する場

合の注意点は何か。 

 

（答） 

ご指摘のケースについて、同一事業者内での個人データの提供は「第三者提

供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は

必要ありません。 

また、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、当該

事業者内での２次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本

人の同意を得る必要はありません。 

 

 

 

問２．社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる

取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取る

ことが困難なのだが、提供することはできるか。 

 

（答） 

当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利

用目的の範囲を超えていたとしても、取引先での２次感染防止や事業活動の継

続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要

ありません。 

 

 

 

問３．社員が新型コロナウイルスに感染し、管轄の保健所から、積極的疫学調

査（注）のためとして、当該社員の勤務中の行動歴の提供依頼があった。

社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。 

   （注）感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らか

にするため必要があると認めるときに、感染症法第 15条第１項に基づき、

都道府県等の保健所が行う調査。 

 

（答） 

保健所が、感染症法第 15条第１項に基づく積極的疫学調査のため、事業者

に対し、新型コロナウイルスに感染した社員の勤務中の行動歴の提供を依頼し

ている場合には、当該情報の提供に当たり本人の同意は必要ありません。 

（令和２年５月 15日追加） 

（別紙） 



 

問４．施設に出入りする人の顔画像を撮影し、そこから抽出した顔特徴量を用

いて非接触式体温測定を行うサーマルカメラを導入する場合、顔画像や顔

特徴量を即座に削除したとしても、個人情報の取得に該当するか。また、

サーマルカメラにより取得した検温情報は要配慮個人情報に該当するか。 

 

（答） 

特定の個人を識別できる顔画像を取得し、そこから抽出した顔特徴量を用

いて体温測定結果が表示されていると考えられるため、顔画像や顔特徴量を

即座に削除したとしても、個人情報の取得に該当します。 

また、本ケースにおける検温情報は、医師その他医療に関連する職務に従

事する者が健康診断、診療等の事業及びそれに関連する業務に関連して取得

したものではないことから、要配慮個人情報に該当しません。 

（令和３年３月 19日追加） 


